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楽しく、安心して

ご利用いただいています！

表　紙　－　栗沢デイサービスセンター
１～２　－　特集　地域ふれあいサロン
３　　　－　令和２年度事業報告・決算報告
４　　　－　令和３年度事業計画・予算概要
５　　　－　社協会費・寄付関係
６　　　－　寄付のお礼・成年後見支援センター通信・赤い羽根共同募金ピンバッチPR
裏表紙　－　情報ひろば

岩見沢市社会福祉協議会のホームページ

社協の詳しい事業内容や

求人情報等はこちらから！

http://www.iwamizawa-syakyo.or.jp/http://www.iwamizawa-syakyo.or.jp/

赤い羽根共同募金の助成金によって発行しています。

①車内からのお花見　②ソフトクリームは黙食で　③座って無理なくセラバンド体操　④お手製こいのぼりと一緒に①車内からのお花見　②ソフトクリームは黙食で　③座って無理なくセラバンド体操　④お手製こいのぼりと一緒に

令和3年7月号

編集・発行
岩見沢市社会福祉協議会
岩見沢市共同募金委員会

無料体験、随時受け付けています！

栗沢デイサービスセンター栗沢デイサービスセンター

❶ ❷

❸

❹
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地域ふれあいサロン

地域ふれあいサロンってどんなところ？

なぜサロンが必要なのか？

あなたの

まわりに

こんな困りごと

ありませんか？

誰でも気楽に立ち寄れる地域交流の場誰でも気楽に立ち寄れる地域交流の場

1

　地域住民の閉じこもり防止や仲間づくりなどを目的に、身近な場所

で気軽に集まり、おしゃべりなど仲間と過ごせる「地域交流の場」です。

○「ひとり暮らしで話し相手がいないなぁ」

○「友達が近所にいなくて寂しいんだ」

○「家でテレビを観てばかりで、何か気軽にできることがあれば・・・」

○「子ども夫婦と同居しているが、日中はひとりで寂しく過ごしています」
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この記事の問い合わせは 地域福祉係へ

サ
ロ
ン
に
は
こ
ん
な
効
果
が
あ
り
ま
す
！

2

　岩見沢市社会福祉協議会では、サロン立ち上げの支援や

活動者同士の研修・交流会を実施しています。「サロンを

立ち上げたい！」「私も参加してみたい！」など、気になっ

た方は、お気軽にお問い合わせください。

　外出する機会や、人と会って話をする機会

が増えるので、生活にメリハリがつきます。

また、適度に体を動かすことで、脳や筋力の

活性化につながり、介護予防にもなります。

　サロンで毎回顔を合わせることで、自然と

友人関係を築くことがで

きます。仲間と楽しい時

間を過ごすことで、自然

と笑顔になり、地域で暮

らす安心感も生まれます。

　特にひとり暮らしの方など家で会話が少な

い方も、サロンに来たら気軽に話をする機会

があります。また、仲間と悩みを共有するこ

とで、困りごとが深刻化する前に解決したり、

専門家などにつなげることができます。

　仲間ができることで、自然とお互いを見守

るようになり、支えあう気持ちが生まれ、地

域のきずなが深まります。ご近所に顔見知り

がいると思うと心強いものです。

　家に閉じこもっていると外の情報が入らず

不安なこともありますが、サロンに来たら地

域や社会の情報収集ができます。

「こんな悪質商法がはやってるん

だって」など、みんなで情報を共有

できます。 

　参加者がサロンでお手伝いをしたり、自分

の趣味や特技を発表することで、地域の一員

としての役割が生まれ、生きがいづ

くりにつながります。サロンは参加

者の一人ひとりが主役なのです。 

たとえば…
おしゃべり、食事、頭や身体の体操
ゲーム、趣味特技の発表、出前講座
手作り体験、世代間交流、歌、おでかけ　など 

1

閉じこもり防止・健康づくりが
できる
閉じこもり防止・健康づくりが
できる

2

ご近所の友達ができるご近所の友達ができる

3

悩みごとや困りごとを発見できる悩みごとや困りごとを発見できる
4

仲間同士による見守り・安否確認
に役立つ
仲間同士による見守り・安否確認
に役立つ

5

情報収集ができる情報収集ができる
6

生きがいづくり・活躍ができる生きがいづくり・活躍ができる

活動内容 何をするかは自由。参加者と一緒に、

楽しく無理なくできる内容を考えましょう。 

※2019年12月以前に撮影されたものです。
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運営基盤の強化と人材の育成【重点】 福祉サービス事業の推進及び経営の健全化【重点】

地域福祉の推進

令和２年度 決算報告（単位：円）

《令和２年度　事業報告及び決算報告(概要)》《令和２年度　事業報告及び決算報告(概要)》

●岩見沢市社会福祉協議会第2期発展強化計画に

基づき、自主的な経営基盤の強化

●社会福祉協議会を取りまく動向等の調査・検討

●人材の育成

●財源確保への取組

●居宅介護支援事業（ケアプラン作成）

●訪問介護事業（ホームヘルプサービス）

●居宅介護事業（ホームヘルプサービス（障がい））

●相談支援事業（ケアプラン作成（障がい））

●通所介護事業（栗沢デイサービス）

●通所支援事業（児童発達支援事業･放課後等デイサービス）

●子ども発達支援センター事業

●地域福祉懇談会（中止）

●実施事業からのニーズ調査（7回）

●各関係機関等との連携強化（15回）

●除雪ボランティア派遣事業（147回）

●地域ふれあいサロン事業（25団体）

●地域ふれあいサロン活動者情報交換会・研修交流会（中止）

●やさしい在宅介護講習会（9人）

●金婚祝賀会開催事業（祝賀会中止・記念品のみ）

●ボランティアセンター運営事業

　◇ボランティア相談（10件）

　◇広報誌「おもいあい」の発行（1回発行）

　◇各種ボランティア養成講座（2講座）

●将来を見据えた福祉教育の推進

　◇児童・生徒のボランティア体験研修会（中止）

　◇指定地域福祉教育セミナー（中止）

　◇福祉体験学習の実施（4回）

　　　収　入　科　目 決　算　額　

会費収入 3,965,900

寄付金収入 2,690,060

補助金収入 65,973,000

受託金収入 58,116,811

共同募金配分金収入 4,333,243

介護保険事業収入 117,471,740

障害福祉サービス等事業収入 44,395,500

事業収入 1,520,000

受取利息配当金収入 40,365

雑収入 2,286,595

事業収入合計① 300,793,214

積立資産取崩収入他　①-② 26,124,232

総収入額 326,917,446

　　　支　出　科　目 決　算　額　

人件費 244,288,285

事業費 61,084,943

事務費 9,408,098

助成金 11,804,920

負担金 331,200

事業支出合計② 326,917,446

実質赤字（①－②） ▲26,124,232

今期は実質的な赤字額が26,124,232円となって
います。（①-②）
年々「会費・寄付金」等の収入が減少しており、
前年までの繰越金と積立金を取崩しながら事業を
行っております。

　～会費・寄附金等、多くの皆様からの
　　　　　　　　　　ご支援をお待ちしてます～

●生活困窮者等への支援

　◇生活福祉資金貸付事業（16件）

　◇コロナ特例貸付資金（654件）

　◇愛情銀行緊急生活費交付事業（6件）

　◇法外援護事業（46件）

●日常生活自立支援事業

　◇相談（1,684件）　利用契約（18件）

●成年後見支援センター事業

　◇相談・申立手続の支援（624件）

　◇運営協議会・事例検討会の開催（2回・4回）

　◇市民後見人養成講座（基礎編 13人）（フォローアップ編 12人）

　◇法人後見の受任（3人）

　◇法人後見支援員の活動（152回）

　◇法人後見支援員スキルアップ研修会（33人）

　◇成年後見制度講習会（94人）

●災害ボランティアセンターの組織整備【重点】

　◇圏域内災害ボランティアセンター設置・訓練の協力

　◇災害用資機材の整備（リアカー1台・高圧洗浄機2機）
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重点項目１ 地域ふれあいサロンの充実

重点項目２ 運営基盤の強化と財源確保

重点項目３ 福祉サービス事業の推進及び経営の健全化

《令和３年度　事業計画（重点事業）・予算概要》《令和３年度　事業計画（重点事業）・予算概要》

① 地域ふれあいサロン活動支援

サロン立ち上げに必要な費用及

び当面の運営費に対する助成を

行い、地域住民が主体となり活

動・運営する事ができるよう支

援します。

② 出張ふれあいサロンの開催

ふれあいサロン未設置地区へ社

協職員が出向き、サロン活動の

取組を実際に体験してもらい、

サロン活動の効果や必要性の理

解を深めながら普及を図ります。

③ サロン活動者
　 研修交流会の開催

サロン活動に関する講話や演習、

情報交換などを通して、サロン

活動内容の充実と実践者同士の

ネットワークの構築を図ります。

　会費や寄付金、共同募金の配分金が減少傾向をたどっており、収支が悪化しているため、更なる業務の効率

化やコスト削減を行うとともに、安定的な自主財源の確保と法人運営、組織、事務局体制、人事、業務全般に

わたっての総合的な見直しを行ってまいります。

　当会が実施している居宅介護支援事業、訪問介護事業、通所介護事業は、介護保険報酬改定等の影響から大

きな減収となり、加えて新型コロナウイルス感染症の影響から、新規利用者の増加がなく今後も厳しい経営状

況が予想されます。

　今後は、経営改善計画に沿った事業を推進し、サービス管理体制の強化、業務のスリム化等、運営形態を詳

細に検証し効率的な運営を行い経営の健全化を目指します。

　各サービス事業においては、利用者のニーズに沿ったサービス提供と法令を遵守した適正な運営を行うとと

もに、サービスの質的向上に努め、高齢者や障がい者の在宅生活を支援します。

令和３年度　事業予算（単位：円）

　　　収　入　科　目 予　算　額　

会費収入 3,892,000

寄付金収入 1,510,000

補助金収入 67,358,000

受託金収入 60,581,000

共同募金配分金収入 5,009,000

介護保険事業収入 143,245,000

障害福祉サービス等事業収入 56,034,000

事業収入 2,598,000

受取利息配当金収入 16,000

雑収入 1,813,000

事業収入合計 342,056,000

積立資産取崩収入他 7,080,000

前期繰越金 453,000

総収入額 349,589,000

　　　支　出　科　目 予　算　額　

人件費 251,685,000

事業費 71,294,000

事務費 13,171,000

助成金 12,778,000

負担金 661,000

事業支出合計（総支出額） 349,589,000

上記の事業予算に基づいて、皆様の会費や寄付金
等を活用しながら、重点項目を中心に「支え合い
　共に生きる　住みよい地域づくり」に取り組ん
でまいります。

この記事の問い合わせは 総務課へ
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この記事の問い合わせは 総務課へ

社協が行う福祉活動は、
市民の皆さまの支援によって支えられています

− 会費ご協力のお願い −− 会費ご協力のお願い −

ご寄付の受付を行っていますご寄付の受付を行っています

会費・寄付会費・寄付 活動する！活動する！ 岩見沢が
良くなる！
岩見沢が
良くなる！

皆さまのあたたかい支援に
感謝いたします。

皆さまのあたたかい支援に
感謝いたします。

　社会福祉協議会は、市民の皆さまに支えられながら活動する民間の福祉団体です。

　地域福祉活動を進めるため、法人運営の資金や地域福祉事業活動の財源確保に努めています。

◆活動内容◆
・地域の見守り活動の支援

・地域ふれあいサロン活動支援

・地域福祉活動推進セミナーの開催

・ボランティア活動の普及・推進

・福祉団体等の活動支援

・金婚を祝う会の開催

・災害ボランティアセンターの組織整備　など

　寄付金や寄付物品は、社会福祉協議会の事業や運営を行う上で貴重な財源となっております。一人ひ

とりが地域で必要なサービスや支援を受けながら、いきいきと暮らし続けることができるまちづくりを

進めるために、協力をお願いいたします。

　なお、寄付物品の中にはお受けできないものもありますので、事前にお問い合わせください。

※社会福祉協議会は、社会福祉法人格を有していますので、金額に応じて個人の場合は所得税法上の寄付金控除が受け

られます。また、法人の場合は法人税法上損金算入ができます。

　今年度より、特別会員・企業会員のホームページアドレスのリンクを当会ホームページ

に、協力会員として掲載いたします。ご希望があればお申し出ください。

　市民の皆さまと協働して

地域福祉活動を進めるた

め、会員会費制度をとって

います。

　1口から受け付けていま

すので、お気軽にお問合せ

ください。

区分

一般会員
賛助会員
特別会員
企業会員

町内会・自治会の会員

個人で賛同された方

法人・事業所・団体など

株式会社・有限会社など

1世帯 100円

1口 1,000円

1口 5,000円

1口 10,000円

構成員 会費



岩見沢市
限定！

現在製作中！
※イラストはイメージ図

です。

ちょっと教えて成年後見制度
　なるほど！ よくある相談 「Ｑ＆Ａ」
ちょっと教えて成年後見制度
　なるほど！ よくある相談 「Ｑ＆Ａ」

第２弾
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この記事の問い合わせは 成年後見支援センターへ
TEL 35-5210

ご寄付ありがとうございますご寄付ありがとうございます

令和３年２月１日から４月３０日までのご寄付　掲載承諾を得た方のみ（順不同・敬称略）令和３年２月１日から４月３０日までのご寄付　掲載承諾を得た方のみ（順不同・敬称略）

▶ ▶ ▶ 岩見沢市成年後見支援センター通信 ◀ ◀ ◀▶ ▶ ▶ 岩見沢市成年後見支援センター通信 ◀ ◀ ◀

◎成年後見制度の利用が必要かどうか
　お悩みの方は、お気軽にご相談ください。
◎成年後見制度の利用が必要かどうか
　お悩みの方は、お気軽にご相談ください。

皆様に成年後見制度の理解を深めて

いただくために、日頃、成年後見支

援センターでお受けしている相談を

例に挙げ、お答えいたします。

前回社協だより(140号)掲載内容の訂正とお詫びについて歳末たすけあい運動目標額の

記載に誤りがございました。訂正してお詫び申し上げます。

誤：7,600,000円

正：7,400,000円

　母親が脳梗塞で倒れ、脳血管性認知

症を発症しました。

　今まで母親は自分で財産管理や市役所の手

続などをしていましたが、認知症の影響によ

り判断能力の低下がみられ、自分で手続をす

るのが難しくなりました。　母親の財産管理

や契約手続を手助けするため、成年後見制度

を利用し、息子である自分が母親の成年後見

人等になりたいと考えています。手続きを進

める上で何か気をつける点はありますか。

　子どもが親の後見人になりたいと考

えるのは、自然な流れかと思います。

　ただ、成年後見人等は、ご本人（母親）の

状況、所有財産の規模、想定される後見業務

の内容、候補者の適性等により、「家庭裁判

所が最も適任だと考える方にお願いする」こ

とになります。

　そのため、必ずしも子どもだからという理

由で成年後見人等に選任されるわけではない

ことに注意が必要です。場合によっては、弁

護士や司法書士、社会福祉士などといった専

門家が成年後見人等に選ばれる可能性があり

ます。また、親族が成年後見人等に選ばれた

としても、もう一人弁護士などが選任された

り（複数選任）、後見等監督人が選任される

場合もあります。

共同募金　ご当地ピンバッジ募金２０２１共同募金　ご当地ピンバッジ募金２０２１

募金500円以上で
お礼として進呈！

2021年は百餅祭りをモチーフにしています。製作費を除い

た金額が募金となり、岩見沢市の地域福祉活動に役立てられ

ます。また、岩見沢市のＰＲにもつながりま

すので、ぜひご協力をお願いいたします。

ちょっと教えて成年後見制度
　なるほど！ よくある相談 「Ｑ＆Ａ」
ちょっと教えて成年後見制度
　なるほど！ よくある相談 「Ｑ＆Ａ」

ＱＱ ＡＡ

清　水　徹　夫 30,000円

渡　辺　喜久男 30,000円

髙　山　正　一 50,000円

金　山　由　紀 30,000円

犬　伏　信　弘 20,000円

道　下　勇　子 30,000円

伊　藤　惠美子 30,000円

齊　藤　瑠美子 20,000円

谷　村　八重子 200,000円

白　石　雅　子 20,000円

松　本　八重子 30,000円

村　田　弘　之 30,000円

戸　田　　　進 30,000円

橋　本　明　子 5,000円

鈴　木　治　男 20,000円

岩見沢グリーンライオンズクラブ
  古切手・ハガキ・テレフォンカード

岩見沢メープルライオンズクラブ
 古切手

武　田　　　修 古切手



岩見沢市社会福祉協議会　本所・支所・事業所の所在地及び連絡先

〒068-0031　岩見沢市11条西3丁目1番地9　岩見沢広域総合福祉センター内
●事務局（総務課・地域福祉課）  TEL 22-2960

●居宅介護支援事業所　     　　　TEL 23-8224

●訪問介護事業所　         　　　  TEL 25-6229

●相談支援事業所　         　　　  TEL 25-6248

●つみき園　　　　　　　　　　  TEL 24-2810

●岩見沢市成年後見支援センター  TEL 35-5210

●岩見沢市ボランティアセンター  TEL 25-2516

●高齢者福祉センターふれあい　　　　　TEL 23-7588

（〒068-0820　岩見沢市東山2丁目1番地1）

●栗沢支所・栗沢デイサービスセンター　TEL 45-4888

（〒068-0125　岩見沢市栗沢町南本町30番地）

●北村支所〈毎週木曜日・午前中〉　　　TEL 56-2281

（〒068-1213　岩見沢市北村赤川593番地1）

情報ひろば情報ひろば

「金婚を祝う会」のお知らせ

職員募集中！�

ボランティア活動保険のご案内

市内に居住し、住民登録をしている方で、今年中に結婚

50年を迎えるご夫婦の方は、該当者報告をお願いします。

（町内会を通して報告済みの方は必要ありません。）

◆該当者の要件
市内に居住し住民登録をしているご夫婦で、昭和47年に結婚されたご夫婦（数え50年）。

または、昭和46年以前にご結婚され、過去に金婚を祝う会に申し込みされていないご夫婦。

（栗沢・北村地区は平成18年4月以降申込みされていないご夫婦）

※詳細については該当者の方へ直接ご案内いたします。

国内でのボランティア活動中のけがや損害賠償責任を

補償します！

【お問合せ】事務局 TEL 22-2960

例えば

　ボランティアに向かう途中、事故に遭った

　活動中に食べたもので食中毒になって入院した など

待遇：交通費支給・有給休暇・労災保険

（ホームページにも掲載しています）

○パートヘルパー
　【給　　与】時給1,000円～ 1,500円（勤務日数・時間など相談に応じます）

　【時　　間】３～５時間程度 シフトによる

　【応募資格】介護福祉士またはホームヘルパー２級以上・普通自動車免許（AT限定可）

　【お問合せ】訪問介護事業所　TEL 25-6229

○保育士・児童指導員
　【給　　与】日給3,700 円～ 7,400 円

　【時　　間】（１）　８：45 ～ 17：30　　（２）８：45 ～ 12：45

　　　　　　　（３）13：30 ～ 17：30 　　　　いずれかの勤務（選択可）

　【応募資格】保育士・児童指導員・社会福祉士等のいずれか

　【お問合せ】つみき園　TEL 24-2810

○栗沢デイサービスセンター清掃員
　【給　　与】時給870円

　【時　　間】月曜日から土曜日まで、14：00 ～ 17：00の3時間

　　　　　　　 （1週間ごとの交代勤務。1か月45時間未満の就労）

　【お問合せ】栗沢支所　TEL 45-4888

《基本プラン》　　　  　　　 350円
《天災・地震補償プラン》　　500円
※天災･地震プラン＝基本タイプ+地震･噴火･津波


